
 

令和 5 年 冬季号 

大辺路森林組合だより 
 

 

 

 
 

もくじ 

 組合長あいさつ 

 森林環境譲与税事業による森林整備 

 和歌山県農林大学校林業研修部 

インターンシップ研修 

 間伐体験 

 組合員の皆様にお願い 

 2企業が和歌山県「企業の森」へ参画 

 

 

〒 649-2511  

和歌山県西牟婁郡白浜町日置 980-93 

TEL 0739（52）3424    

FAX 0739（52）3849 

E-mail:oohechi.f-

1441@oboe.ocn.ne.jp 

 

 



 

令和 5 年 冬季号 

 

組合長あいさつ          
代表理事組合長 

三 本 修 平 

 

組合員の皆様 明けましておめでとうございます。 

新春を迎え、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

 さて、今年は令和２年からの新型コロナウィルス感染拡大から 4 年目となります。 

この 3 年、日本の林業界も「外材に大きく依存したサプライチェーン（供給網）は大きなリ

スク（戦争、異常気象、災害、為替 etc）を抱えている。」ことを実際に経験しました。 

 今後企業は、安定供給、安定需要の構造を指向すると予想されます。国産材に対する需要

は、米国・欧州の景気、中国での新型コロナウィルスの爆発的拡大そしてウクライナ情勢の先

行きの外的要因の影響を受けますが、今回の教訓をもとに拡大すると思われます。  

今後安定して国産材の供給を増加させ、国産材の時代を目指すには、「現在の山元立木価

格」をまず上げ、持続可能な林業と健全に手入れされた山を次世代に継承することが必要とな

ります。そのため大辺路森林組合は、国、県、町の支援と協力を仰ぎ ① 林業の基盤整備 

② 高性能林業機械の活用 ③ 人材の確保と技術力の向上 ④ 木材の活用、販売力の向上 

⑤ 業務のＤＸ（デジタルインフォメーション）の推進に取り組んでおります。 

 最後になりましたが、皆様の山に関する相談（施業、伐採、日常の管理、相談等）を職員一

同お待ちしております。 本年も一年間よろしくお願い申し上げます。 

 

◎森林環境譲与税事業による森林整備 

森林環境譲与税を活用し、区山や保郷会の山林を中心に間伐区域の測量や立木の調査、切

捨間伐施業を行っています。対象は 10 年以上間伐施業を行っていない山林です。 

詳細については白浜町及びすさみ町にお問い合わせ下さい。  

※白浜町役場 農林水産課 0739-45-0009   すさみ町役場 産業振興課 0739-55-4805 

         

 

 

 

 

 

          

 

 

測量中 立木調査 
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◎和歌山県 農林大学校林業研修部インターンシップ研修 

令和 4年 10月 17日から令和 4年 10月 28日と令和 4年 12月 12日から令和 4年 12月 23日に計 3名

の農林大学校の生徒を受け入れました。 

実際に現場で選木方法、倒す時のテクニックやワイヤー玉掛、機械の運転、測量などの指導をし

ました。今回受け入れた生徒さんは、全員が県外から林業を志し、和歌山県農林大学校林業研修

部で勉強されています。研修中実際に仕事をしてみてどうか聞いてみたところ、3 人とも林業は楽

しいと言っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎間伐体験 

「倒れるぞ～！」メキメキメキﾂ！ 息を吞む瞬間。ワクワクしてる子、迫力に圧倒され

る子、不安そうな子、様々な表情。ズドーン‼ 狙った方向に伐倒成功‼ 湧き上がる歓声と

拍手。滑る斜面とノコギリで疲れているのに、みんなの目がキラキラです。ヒノキの良い香

り、木が倒れる瞬間、その迫力、森の雑学や妖怪ダル。少しでも記憶に留まって欲しい。 

最後の丸太切り競争も真剣。賞品に用意した職員お手製キーホルダーも人気でした。盛り上

がり、たくさんの笑顔が見る事で教える側も元気を頂いた気がします。 

             ちゃっかり「将来、家を建てる時は木造住宅にしてね。」とアピ

ールも。知識だ     ―ルも。知識だけではない教室では出来ない、ほんまもん体験を

通じての学習のお手   通じての学習のお手伝いが出来たかと思います。令和 4 年度は南 

紀州交流公社を通じて、大阪府・兵庫県・広島県・和歌山県の

8 小           8 小・中学校 162 人の参加をいただきました。 

切捨間伐前 切捨間伐後 
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◎ 組合員の皆様にお願い 

○ 組合員名簿登録変更について 

相続等で未だ組合へ名義の変更を申請していない方は、手続きのご協力よろしくお願いしま

す。 

○ 組合からの脱退について 

売買等で森林を有しなくなった方、組合から任意脱退されたい方についても手続きの方よろし

くお願いします。 

注意：法定相続、贈与、本人による脱退、相続による脱退等で書類はすべて異なります。 

大辺路森林組合ホームページ（https://oohechi.com/about/）でも申請書類について          

説明及び雛形のダウンロードができますが、ご不明な点がありましたらお問い合わせくださ

い。（郵送にて対応も可能） 

※なお、組合員であると思われる方で該当するような方がおれば、お手続きの周知をしていた

だきますようご協力おねがいします。 

 

◎ 2企業が和歌山県「企業の森」へ参画 

「企業の森」とは、企業、団体の皆様と地域・森林組合・自治体がともに森づくりを進め

る事業です。企業などの皆様に CSR（企業の社会的責任）や社会・環境貢献活動、地域との

交流活動の一環として県内で森林環境保全活動に取り組んで頂く活動です。 

和歌山県では、全国に先駆けて平成 14 年から県独自の「企業の森」を実施して、森林組

合が植栽指導を行い企業様に森林保全活動を体験していただきます。令和 4 年 10 月では県

内で 89 事業、団体が 304ｈaで活動を行っています。 

令和 5 年度において、大辺路森林組合では初めて 2 企業（和歌山県民共済生活協同組合

様、三機工業株式会社様）が、白浜町安居地内で植樹を行います。 

 

 

 

 

  
紀の国森づくり大使 キノピー 

https://oohechi.com/about/）でも申請書類について

